
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件各上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人秋山昭八の上告趣意は、憲法三二条違反をいう点を含め、実質は量刑不当

の主張であり、弁護人杉野修平の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不

当の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

　所論にかんがみ、職権により検討する。原判決の是認する第一審判決の認定によ

れば、被告人両名らの合意により、株式会社Ａ（以下「Ａ」という。）が第三者割

当増資の方法により新株の発行（発行価額一株二五〇円、払込期日昭和五九年二月

二五日）を行った際に、発行総株式数一二八〇万株のうち六四〇万株について、以

下の方法で払込みが行われたことが認められる。

　１　Ａ商事株式会社（以下「Ａ商事」という。）の引受分二〇〇万株のうちの一

二〇万株については、Ａは、昭和五九年二月二三日、Ａ振出の額面三億円及び二億

円の手形二通をＢ株式会社に交付し、Ｂは、同月二四日、東京都Ｃ信用金庫ａ支店

で割引きを受け、割引金のうち三億円をＡに交付し（二億円は同支店の要求でＢ名

義の通知預金とされた。）、Ａ商事は、これをＡから借り受け、申込証拠金として

Ｄ銀行ｂ支店のＡの別段預金口座に入金し、Ａは、同月二五日、同支店から右三億

円についての株式払込金保管証明書を取得した後、同月二七日、右三億円を右口座

から当座預金口座に振り替え、同月二九日、右額面三億円の手形の決済に充てた。

　２　Ｅ株式会社の引受分四〇〇万株については、Ｅは、同年二月二四日、Ａの連

帯保証の下に株式会社Ｆから一〇億円を借り受け、申込証拠金としてＧ銀行ｃ支店

のアイデンの別段預金口座に入金し、Ａは、同月二五日、同支店から株式払込金保

管証明書を取得した後、同月二七日、右一〇億円を右口座から普通預金口座に振り

替え、ＥのＦに対する右一〇億円の借入金債務の代位弁済に充てた。
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　３　Ａ商事の引受分の前記残りの八〇万株については、Ａが前記１のＢ名義の二

億円の通知預金証書を担保に提供し、Ａ商事がＦの代表取締役の第一審相被告人Ｈ

個人から二億円を借り受け、２と同様の経過をたどって、Ａは、申込証拠金として

払い込まれた二億円をＡ商事のＨに対する右二億円の借入金債務の代位弁済に充て

た。

　４　Ａ商事が株式会社Ｉの名義で引き受けた四〇万株については、Ａ商事は、同

年二月二四日、大和眼行の連帯保証の下にＪ海上保険株式会社から一億円を借り受

け、申込証拠金としてＤ銀行ｂ支店のＡの別段預金口座に入金し、Ａは、同月二五

日、同支店から株式払込金保管証明書を取得した後、同月二七日、右一億円を右口

座から普通預金口座に振り替えた上、小切手で引き出して直ちに同支店の定期預金

に預け入れ、これにＤ銀行の質権が設定された。

　前記認定によれば、右１ないし３の各払込は、いずれもＡの主導の下に行われ、

当初から真実の株式の払込みとして会社資金を確保させる意図はなく、名目的な引

受人がＡ自身あるいは他から短期間借り入れた金員をもって単に払込みの外形を整

えた後、Ａにおいて直ちに右払込金を払い戻し、貸付資金捻出のために使用した手

形の決済あるいは借入金への代位弁済に充てたものであり、右４の払込みも、同様

の意図に基づく仮装の払込みであって、Ａ名義の定期預金債権が成立したとはいえ、

これに質権が設定されたため、Ａ商事がＪ海上保険に対する借入金債務を弁済をし

ない限り、Ａにおいてこれを会社資金として使用することができない状態にあった

ものであるというのであるから、１ないし４の各払込みは、いずれも株式の払込み

としての効力を有しないものといわなければならない（最高裁昭和三五年（オ）第

一一五四号同三八年一二月六日第二小法廷判決・民集一七巻一二号一六三三頁参照）。

もっとも、本件の場合、ＡがＥに対する一〇億円及びＡ商事に対する五億円の各債

権並びに一億円の定期預金債権を有している点で典型的ないわゆる見せ金による払
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込みの場合とは異なるが、右各債権は、当時実質的には全く名目的な債権であった

とみるべきであり、また、右定期預金債権は、これに質権が設定されているところ、

Ａ商事においてＪ海上保険に債務を弁債する能カがなかったのであるから、これま

たＡの実質的な資産であると評価することができないものである。したがって、公

正証書原本不実記載の罪の成立を認めた原判決の判断は正当である。�

　よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

　　平成三年二月二八日

　　　　　最高裁判所第三小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　園　　　部　　　逸　　　夫

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　坂　　　上　　　壽　　　夫

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　貞　　　家　　　克　　　己

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　佐　　　藤　　　庄　市　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　可　　　部　　　恒　　　雄
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